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砂川市の給与・定員管理等について  

 

１  総括  

 

(1) 人件費の状況（普通会計決算）  

 

区  分  

 

住民基本台帳人口  

(令和 4年度末 ) 

歳  出  額  

        Ａ  

実質収支  

 

人  件  費  

      Ｂ  

人件費率  

Ｂ／Ａ  

（参考）  

R3年度の人件費率  

R4年度  
              人  

1 5 , 7 1 4  

      千円  

1 5 , 6 8 9 , 4 1 7  

    千円  

5 6 0 , 8 3 0  

    千円  

1 , 8 7 0 , 0 4 5  

  ％  

1 1 . 9  

           ％  

1 2 . 9  

 （注）１  人件費には、共済組合負担金及び議員・その他委員の報酬を含んでいます。  

   ２  記載の数値は、「地方財政状況調査」の普通会計決算によるものであり、事業費支弁にか

かる職員分を含んでいます。  

 

( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

 

区  分  

 

職員数  

    Ａ  

給      与      費  一人当たり  

給与費  B / A  

（参考）類似団体平

均一人当たり給与費   給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当     計  Ｂ  

R4年度  
    人  

 1 9 3  

    千円  

7 0 6 , 3 6 6  

    千円  

1 0 5 , 1 2 4  

    千円  

2 4 7 , 8 1 3  

    千円  

1 , 0 5 9 , 3 0 3  

    千円  

5 , 4 8 9  

   千円  

5,918 

   （注）１  職員手当には退職手当を含んでいません。  

      ２  職員数については、「地方公務員給与実態調査」に基づく令和４年４月１日現在の人数で

す。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含

んでいません。  

     ３  給与費については、会計年度任用職員の給与費を含んでいません。  

３  記載の数値は、「地方財政状況調査」の普通会計決算によるものであり、事業費支弁にか

かる職員分を含んでいます。  
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(3) ラスパイレス指数の状況  

 

（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較す

るため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の

行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数です。  

      ２  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純

平均したものです。   

       

 

（ 4）  給与制度の総合的見直しの実施状況について  

 

 

 ①給料表の見直し  

 [ 実施   未実施  ] 

  実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場

合には、その理由））  

 

 

 

 

 

 

 

  ②地域手当の見直し 

   ※地域手当を支給していないため該当なし  

  

96.0%

96.5%

97.0%

97.5%

98.0%

98.5%

99.0%

99.5%

砂川市 類似団体平均 全国市平均

H31.4.1

99.0%

H31.4.1

97.9%

H31.4.1

98.9%

R2.4.1

99.2%

R2.4.1

97.3%

R2.4.1

98.9%
R3.4.1

99.2%

R3.4.1

97.3%

R3.4.1

98.8%
R4.4.1

99.1%

R4.4.1

97.6%

R4.4.1

98.7%

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げに取り組

むとされている。  

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日  

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。  

若年層については引下げを行わない。高齢層については最大で５．７％程度引き下げる。  

激変緩和のため、４年間（平成３１年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。  

 他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。  
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２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（ R5 年 4 月 1 日現在）  

    ①一般行政職                                                                            

 

 

 

 

区  分  

 

平 均 年 齢  

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

（国比較ベース）  

砂川市      38.8歳     293,515円      336,608円      322,893円  

北海道  歳  円  円  円  

国  42.4歳    322,487円  ―      404,015円    

類似団体         歳           円           円            円  

    

   ②看護・保健職                                                                            

区  分  

 

平均年齢  

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

（国比較ベース）  

砂川市  39.9歳    320,938円     347,217円     330,010円  

北海道  歳  円  円  円  

国  47.8歳  321,176円  ―   360,574円  

類似団体  歳  円  円  円  

  

（注）  １「平均給料月額」とは、 R5 年 4 月 1 日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。  

        ２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当など

のすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにさ

れているものです。  

      また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時

間外手当等を除いたもの）で算出しています。  

 

 (2) 職員の初任給の状況（ R5 年 4 月 1 日現在）  

区     分  砂  川  市  北  海  道  国  

一般行政職  

 

大  学  卒  185,200円  185,200円  185,200円  

高  校  卒  154,600円  154,600円  154,600円  

 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（ R5 年 4 月 1 日現在）  

区     分  10年以上 15年未満  15年以上 20年未満  20年以上 25年未満  20年以上 25年未満  

一般行政職  

 

大学卒         287,700円  334,700円     360,200円  389,500円  

高校卒         243,400円    296,400円     334,200円  365,900円  
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３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 

( 1 )  一般行政職の級別職員数の状況（ R5 年 4 月 1 日現在）  

 

 

(注 )  １  砂 川 市 の 給 与 条 例 に 基 づ く 給 料 表 の 級 区 分 に よ る 職 員 数 で す 。  

２  標 準 的 な 職 務 内 容 と は 、 そ れ ぞ れ の 級 に 該 当 す る 代 表 的 な 職 務 で す 。  
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20.5
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17.2
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18.5

2級

18 2級

17.8
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15.9
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9.9 3級

9.2
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11.5
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23.0 4級

23.3
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17.8
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17.2
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14.3
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14.1
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13.4
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7級

5.7
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令和5年構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

区分  標準的な職務内容  職員数  構成比  
１号給の給料

月額  
最高号給の  
給料月額  

7級  部長、事務局長、審議監  6人  3 . 7％  3 6 2 , 9 0 0 円  4 4 8 , 8 0 0 円  

6級  課 長 、 次 長 、 局 長 、 副 審 議 監  2 3人  1 4 . 3％  3 1 9 , 2 0 0 円  4 1 3 , 2 0 0 円  

5級  課 長 補 佐 、 主 幹  1 7人  1 0 . 6％  2 9 0 , 7 0 0 円  3 9 6 , 0 0 0 円  

4級  係 長 、 主 査  3 7人  2 3 . 0％  2 6 6 , 0 0 0 円  3 8 9 , 0 0 0 円  

3級  主 任  1 6人  9 . 9％  2 3 4 , 4 0 0 円  3 5 4 , 5 0 0 円  

2級  
知 識 及 び 経 験 を 必 要 と す る 業

務 を 行 う 主 事  
2 9人  1 8 . 0％  1 9 8 , 5 0 0 円  3 0 4 , 2 0 0 円  

1級  主 事  3 3人  2 0 . 5％  1 5 0 , 1 0 0 円  2 4 7 , 6 0 0 円  
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(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（ R5 年 4 月 1 日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 3 )昇給への人事評価の活用状況（砂川市）  

令 和 4 年 4 月 2 日 か ら 令 和 5 年 

4月 1 日 ま で に お け る 運 用 
管 理 職 員  一 般 職 員  

イ  人 事 評 価 を 活 用 し て い る    

 
活 用 し て い る 昇 給 区 分  

昇 給 可 能 な  

区 分  

昇 給 実 績 が  

あ る 区 分  

昇 給 可 能 な  

区 分  

支 給 実 績 が  

あ る 区 分  

上 位 、 標 準 、 下 位 の 区 分      

上 位 、 標 準 の 区 分      

標 準 、 下 位 の 区 分      

標 準 の 区 分 の み （ 一 律 ）  ─   ─   

ロ  人 事 評 価 を 活 用 し て い な い ○  ○  

 活 用 予 定 時 期  未 定  未 定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

国 1 級、市 1 級  

国 2 級、市 2 級  

国 3 級、市 3 級  

国 4 級、市 4 級  
国 5 級、市 5 級  

国 6 級、市 6 級  

国 7 級、市 7 級  国 8

国 9
国 10 級  

国  

砂川市  
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４ 職員の手当の状況（病院事業会計を除く） 

 

(1) 期末手当・勤勉手当  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

砂   川     市  北   海     道  国  

１人当たりの平均支給額（ R4年度）  

            1,341千円  

１人当たりの平均支給額（ R4年度）  

              千円  

―  

 

（ R4年度支給割合）  

   期末手当       勤勉手当  

    2 . 4 0月分       2 . 0月分  

   （ 1.35）月分   （ 0.95）月分  

 （ R4年度支給割合）           

    期末手当        勤勉手当  

     2.40月分        2.0月分  

（ 1.35）月分   (0.95）月分  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算  5～ 1 5％  

  

（加算措置の状況）  

 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算 5～ 2 0％  

・ 管 理 職 加 算 1 0～ 2 5％  

  (注 ) （  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。  

   

○ 勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（砂川市）  

令 和 4 年 4 月 2 日 か ら 令 和 5 年 

4 月 1 日 ま で に お け る 運 用 
管 理 職 員  一 般 職 員  

イ  人 事 評 価 を 活 用 し て い る     

 
活 用 し て い る 成 績 率  

昇 給 可 能 な  

区 分  

昇 給 実 績 が  

あ る 区 分  

昇 給 可 能 な  

区 分  

支 給 実 績 が  

あ る 区 分  

上 位 、標 準 、下 位 の 区 分      

上 位 、 標 準 の 区 分      

標 準 、 下 位 の 区 分      

 標 準 の 区 分 の み （ 一 律 ） ─   ─   

ロ  人 事 評 価 を 活 用 し て い な い ○  ○  

 活 用 予 定 時 期  未 定  未 定  

 

 

 (2) 退職手当（ R5 年 4 月 1 日現在）                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

砂  川  市              国    

  

  

  

  

  

  

  

  

（支給率）       自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分   24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分    33.27075 月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分   47.709   月分  

最高限度額    47.709 月分    47.709   月分  

その他の加算措置   

・  定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置  

（ 2％ ～ 4 5％ 加 算 ）  

 

1人当たり平均支給額  

           4 , 0 7 2千 円   2 1 , 9 8 6千 円  

（支給率）       自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分   24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分    33.27075月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分   47.709月分  

最高限度額    47.709月分     47.709月分  

その他の加算措置   

・  定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置  

（ 2％ ～ 4 5％ 加 算 ）  

 

 （注）退職手当の 1 人当たり平均支給額は、令和 4 年度に退職した職員に支給された平均額です。  
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(3) 特殊勤務手当（ R5 年 4 月 1 日現在）  

 

支給実績（ R4年度決算）                                     440千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（ R4年度決算）                                     62,861円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（ R4年度）                                     3.63％  

手当の種類（手当数）                            4種 類  

手当の名称  主な支給対象職員  左記職員に対する支給単価 

徴収手当 市税の徴収、督励及び滞納処分に従事する職員  月額 5,500円  

福祉事務手当 福祉事務所の保護事務に従事する現業職員 月額 6,500円  

行旅死病人取扱手当 行旅死病人の取扱いに従事した職員 死 亡 人  1回 2 , 0 0 0円  

病 人   1回 1 , 0 0 0円  

野犬掃討業務手当 野犬の捕獲及び犬、猫、狐等の死骸処理作業並び

に鼠、害虫の駆除に直接従事する職員 

1日 に つ き 6 0 0円  

 

(4) 時間外勤務手当  

 

支給実績（ R3年度決算）  28,896千円  

職員１人当たり平均支給年額 (R3年度決算） 1 4 9千円  

支給実績（ R4年度決算）  28,178千円  

職員１人当たり平均支給年額 (R4年度決算） 1 4 6千円  
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(5) その他の手当（ R5 年 4 月 1 日現在）  

手当名  内容及び支給単価  
国 の 制 度 

と の 異 同 

国の制度と 

異なる内容 

支 給 実 績 

（R4年度決算） 

支給職員１人当たり  

平 均 支 給 年 額 

（ R4年度決算） 

扶 養 手 当 

▽配偶者            6,500 円  

▽子                1 人  10,000 円  

▽父母等         1 人  6,500 円  

(1)15 歳から 22 歳の扶養親族  

1 人につき 5,000 円追加  

同  

 

16,751,302円  217,549円  

住居手当  

▽住宅所有者          6,000 円  

▽家賃等支払者  

(1)支払月額が 12,000 円以上 23,000 円未

満の場合は支払月額から 12,000 円を控

除して得た額  

(2)支払月額が 23,000 円以上 55,000 円未

満の場合は、支払月額から 23,000 円を控

除した額に 2 分の 1 を乗じ、11,000 円を

加算して得た額  

(3)支 払 月 額 が 55,000 円 以 上 の 場 合 は

27,000 円  

異  

（国）  

▽住宅所有者  

支給なし  

 

33,983,714円  203,495円  

通勤手当  

▽交通用具利用者（車等）  

通勤距離に応じて 2,000 円～ 31,600 円  

▽交通機関利用者  

 運賃等相当額が 55,000 円以下について

は運賃等相当額  

同  

 

3,002,090円  31,272円  

管理職手当 

▽部長職    給料月額の 10％   

▽課長職    給料月額の 7％  

▽課長補佐職  給料月額の 5％  

 

異  

（国）  

管理または監督の

地位にある職員に

対し、職務の級に

応じて定額支給  

19,097,797円  335,049円  

寒冷地手当 

（11月～3月） 

 

▽世帯主  

扶養親族がある場合        23,360 円  

扶養親族がない場合        13,060 円  

▽その他の職員        8,800 円  

同  

 

16,337,276円  79,307円  
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５  特別職の報酬等の状況（ R5 年 4 月 1 日現在） 

 

区      分 給 料 月 額 等                     

給  

 

料  

 

市      長  

 

副   市   長  

 

教   育   長  

 

 

799,000円  

 

641,000円  

 

561,000円  

 

（参考）類似団体における最高／最低額 

989,000円  /  597,800円  

 

816,000円  /  522,400円  

 

      円  /      円  

 

報  

 

酬 

議      長  

 

副   議   長  

 

議      員 

394,000円  

 

348,000円  

 

318,000円  

 

 

期  

末  

手  

当 

市      長  

副   市   長  

教   育   長  

 （ R4年度支給割合）  

       4.40月分    

議      長  

副   議   長  

議      員 

 （ R4年度支給割合）  

       4.40月分  

         

退  

職  

手  

当 

 

市      長  

副   市   長  

教   育   長  

 

 （算定方式）         （１期の手当額）     （支給時期）  

799千円×5.126×在籍年数    16,382,696円       任期毎  

641千円×3.234×在籍年数     8,291,976円       任期毎  

561千円×2.838×在籍年数     4,776,354円       任期毎  

 

    （注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、  

       １期勤めた場合における退職手当の見込額です。  
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６  職員数の状況  

 

( 1 )部 門 別 職 員 の 状 況 と 主 な 増 減 理 由 （ 各 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）  

区   分  職員数  対前年  

増減数  
主な増減理由  

部   門  令和 4 年  令和 5 年  

 

議  会  4 人  4 人    

総務企画  51 人  62 人  11 改選期による総務課付職員の増  

税  務  14 人  13 人  △ 1 改選期による異動前の減  

民  生  41 人  42 人  1 欠員補充による増  

衛  生  11 人  11 人    

労  働  1 人  1 人    

農林水産  8 人  6 人  △ 2 改選期による異動前の減  

商  工  12 人  11 人  △ 1 改選期による異動前の減  

土  木  20 人  18 人  △ 2 改選期による異動前の減  

小  計  162 人  168 人  6  

特別行政

部   門  

教  育  31 人  26 人   △ 5 改選期による異動前の減  

小  計  31 人  26 人  △ 5  

普通会計計  193 人  194 人  1 

（参考）  

人口 10,000 人あたりの職員数 123 人                              

（類似団体人口 10,000 人あたり 90 人）  

 病  院  828 人  852 人  24 

市立病院における、新型コロナウイルス感染

症への対応や医師の働き方改革による、タス

クシフト・シェアを図るため  

下水道  4 人  4 人    

その他  12 人  11 人  △ 1 改選期による異動前の減  

小  計  844 人  867 人  23 
（参考）  

人口 10,000 人あたりの職員数 552 人  

合   計  1,037 人  
1,061 人

(1,078 人 ) 
24 

（参考）  

人口 10,000 人あたりの職員数 675 人  

（注）１  職員数は、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、特別職、会計年度

任用職員を除いています。  

２（  ）内は、条例定数の合計です。  
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(2) 年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在）  

 

 

 

 (3) 職員数の推移  

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

 30 年  31 年  R2 年  R3 年  R4 年  R5 年  過去５年間の  

増減数（率）  

一般行政  158 163 164 166 162 168 10(106.3％ ) 

教育  25 25 26 28 31 26 1(104.0％ ) 

消防        ( ％ ) 

普通会計計  183 188 190 194 193 194 11(106.0％ ) 

公営企業等会計  799 819 830 839 844 867 68(108.5％ ) 

総合計  982 1,007 1,020 1,033 1,037 1,061 79(108.0％ ) 

（注）  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。  
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７  公営企業職員の状況  

(1) 病院事業  

   ① 職員給与費の状況（ R5 年度）  

    ( ｱ )  決算  

区  分  総費用  

 

    Ａ  

純損益又は実

質収支  

職員給与費  

 

      Ｂ  

総費用に占める  

職員給与費比率  

    Ｂ／Ａ  

 (参考 ) 

R3年度の総費用に占

める職員給与費比率  

R4 年度  
  千円  

1 4 , 9 4 6 , 6 4 2  

    千円  

▲ 7 9 1 , 0 0 1  

     千円  

7 , 4 3 6 , 8 7 7  

           ％  

4 9 . 8  

                ％  

4 9 . 4  

   （注）１  職員給与費には、退職手当負担金を含まず、共済組合負担金を含んでいます。  

        ２  記載の数値は、「地方公営企業決算状況調査」の公営企業会計決算によるものです。  

 

区  分  

 

職員数  

    

Ａ  

給      与      費   一人当たり  

 給与費  B / A  

 

 

 

 

給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当     計  Ｂ  

R4年度  
   人  

9 8 2  

    千円  

3 , 1 0 2 , 6 4 7  

    千円  

1 , 5 3 6 , 3 2 3  

    千円  

1 , 2 3 1 , 8 7 8  

    千円  

5 , 8 7 0 , 8 4 8  

       千円  

5 , 9 7 8    

     （注）１  職員手当には退職手当を含んでいません。  

２  職員数は、 R5 年 3 月 31 日現在の人数です。  

３  記載の数値は、「地方公営企業決算状況調査」の公営企業会計決算によるものです。  

  

    ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（ R5 年 4 月 1 日現在）  

区  分  平均年齢  基本給  平均月収額          

 

 

 

医   師  42.6歳  622,264円  1,630,065円  

看  護  師  38.3歳  314,614円  564,221円  

医療技術員        35.5歳    295,720円  518,146円  

技能労務職  45.5歳   281,017円  508,453円  

一般行政職        39.5歳     295,860円  534,065円  

       （注）１  基本給は給料と扶養手当を合わせた額です。   

             ２  平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。      

３  平均年齢は、 R5 年 3 月 31 日現在の年齢です。                                  

        

    ③ 職員の手当の状況  

    （ ア ）  期末手当・勤勉手当  

  

 

 

  

 

 

  

 

1人当たり平均支給額（ R4年度）  

           1,480千円  

（ R4年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当  

  2 . 4 0月分       2 . 0月分  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・  役 職 加 算  5～ 1 5％  
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（イ）退職手当（ R5 年 4 月 1 日現在）                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（支給率）       自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分   24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分    33.27075 月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分   47.709  月分  

最高限度額    47.709 月分    47.709  月分  

その他の加算措置   

・  定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置  

（ 2％ ～ 4 5％ 加 算 ）  

 

1人当たり平均支給額    

                   3,647千円  

  

  

  

  

  

  

 

 （注）平均支給額は、 R4 年度に退職した職員に支給された平均額です。  

  

(ｳ) 特殊勤務手当（ R5 年 4 月 1 日現在）  

支給実績（ R4年度決算）                                 729,787千円  

支給職員 1人当たり平均支給年額（ R4年度決算）                                1,084,378円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（ R4年度）                                     81.1％ 

手当の種類（手当数） 10種類  

手当の名称  支給対象職員  支給単価 

講師手当 本務のほか技能習得等のための講師を行った職員  1時間につき 1,100円 

病院勤務手当  
放射線照射に従事した診療放射線技師  

精神病棟・結核病棟・伝染病棟等に勤務する職員  
1日につき 250円   

診療手当  砂川市立病院に勤務する医師  職責に応じた額  

検診介助手当  
医師の指示により病院外においてエックス線写真

撮影等の業務に従事した市立病院職員  
1日につき 500円  

緊急診療待機手当  
緊急の診療業務に対し、正規の時間外に待機を命

じられた職員  

1時間当たりの給与額に  

100分の 125を乗じた額  

助産師介助手当  助産介助業務に従事する助産師  月額 2,000円  

夜間看護等手当  
正規の勤務の一部または全部が深夜において行わ

れる看護業務に従事する職員  

勤務 1回につき  

2,150円～ 7,300円まで  

防疫等作業手当  

感染症患者又は疑いのある患者の看護又は当該病

原体の付着又は疑いのある物件の処理作業に従事

する職員  

1日につき  

300円～ 4,000円まで  

予防接種手当  
病院外において新型コロナウイルスワクチンの接

種等の予防接種業務に従事する職員  

1日につき  

23,000円～ 33,000円  

看護師等処遇改善手当  
砂川市立病院に勤務する医療職給料表（３）の適

用を受ける職員  

1月につき 12,000円  

 

(ｴ) 時間外勤務手当  

支給実績（ R3年度決算）  394,479千円  

職員１人当たり平均支給年額 (R3年度決算） 522千円  

支給実績（ R4年度決算）  413,581千円  

職員１人当たり平均支給年額 (R4年度決算） 535千円  
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 (ｵ) その他の手当（ R5 年 4 月 1 日現在）  

手当名 内容及び支給単価 
一般行政職  

との異同  

支給実績 (支給職員

1人当たり平均支給

年額 )※ R4年度決算  

扶養手当  

▽配偶者            6,500 円  

▽子               1 人 10,000 円  

▽父母等        1 人  6,500 円  

(1)15 歳から 22 歳の扶養親族  

1 人につき 5,000 円追加  

同  
64,807,847円  

(233,963円 ) 

住居手当  

▽住宅所有者         6,000 円  

▽家賃等支払者  

(1)支払月額が 12,000 円以上 23,000 円

未満の場合は支払月額から 12,000 円

を控除して得た額  

(2)支払月額が 23,000 円以上 55,000 円

未満の場合は、支払月額から 23,000 円

を控除した額に 2 分の 1 を乗じ、11,000

円を加算して得た額  

(3)支払月額が 55,000 円以上の場合は

27,000 円  

同  
129,297,844円  

(225,651円 ) 

通勤手当  

▽交通用具利用者（車等）  

通勤距離に応じて 2,000 円～ 31,600 円  

▽交通機関利用者  

 運賃等相当額が 55,000 円以下につい

ては運賃等相当額  

 

 

同  
22,281,080円  

(53,177円 ) 

管理職手当 

▽部長         給料月額の 10％  

▽課長         給料月額の 7％  

▽課長補佐       給料月額の 5％  

 

医師  

▽院長           250,000 円  

▽副院長・医局長      220,000 円  

▽室長・センター長     200,000 円  

▽部長           150,000 円  

同  
73,471,374円  

(1,311,989円 ) 

寒冷地手当  

（ 11月～ 3月）  

▽世帯主  

扶養親族がある場合        23,360 円  

扶養親族がない場合      13,060 円  

▽その他の職員        8,800 円  

同  
60,262,420円  

（ 77,458円）  
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８  職員の勤務時間、その他の勤務条件  

①職員の勤務時間（標準的なもの）  

1 週間の勤務時間  開始時間  終了時間  休憩時間  

38 時間 45 分 8:30 17:15 12:00～ 13:00 

（注）職種により異なります。  

 

②休暇制度 

種    類  概               要  

年次有給休暇  

労働基準法第 39 条の諸規定により与えられる有給による休暇であり、1 年につ

き最高 20 日間付与され、前年に未使用日数がある場合は 20 日を限度に繰越可

能  

病  気  休  暇  
職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合に 90 日の範囲内において取得可能  

組  合  休  暇  

職員が次の各号に該当する場合で、任命権者が業務遂行上特に支障がないと認

められる場合に、一の年につき 30 日の範囲内において取得可能  

(1)登録職員団体の適法な業務又は活動に従事する場合  

(2)登録職員団体の加入する上部団体の適法な業務又は活動に従事する場合  

※  1 日または時間を単位として与えるものとし、無給とする  

特  別  休  暇  
特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に認められる有給の

休暇（種類及び日数は次表のとおり）  

介  護  休  暇  

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母などで負傷、疾病、または老齢により

日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、３回を超えず、かつ、

通算して６月を超えない範囲内において、勤務しないことが相当であると認め

られる場合における休暇  

※  勤務しない 1 時間につき、 1 時間当たりの給与額を減額する  

 

○ 特別休暇の種類及び日数  

項        目  日        数  

職員が選挙権その他公民権を行使する場合で、勤

務しないことがやむを得ないと認められるとき。  

1 日又は半日若しくは 1 時間を単位として必要と

認められる期間  

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国

会、裁判所その他官公署へ出頭する場合で、勤務

しないことがやむを得ないと認められるとき  

1 日または半日若しくは 1 時間を単位として必要

と認められる期間  

職員が骨髄移植の登録の申出を行い、または骨髄移植

のための末梢血幹細胞を提供する場合で、申出または

提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないこと

がやむを得ないと認められるとき  

1 日又は半日若しくは 1 時間を単位として必要と

認められる期間  

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結

婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しな

いことが相当であると認められるとき  

結婚の 5 日前から結婚の日後 1 月を経過する日ま

での期間内において、 1 日を単位とする 5 日の範

囲内の期間  

妊産婦である女子職員が保健指導又は健康診査を

受けるとき  

妊娠満 23 週 までは 4 週に 1 回、 妊 娠満 24 週から 35 週 までは 2 週に

1 回、妊娠 満 36 週 から 出産 までは 1 週に 1 回 、産後 1 年 まで はそ の間

に 1 回、 １時 間を 単位 とし て必 要と 認め られ る期 間  
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不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相

当であると認められる場合  

一の年において 5 日（当該通院等が体外受精又は

顕微授精に係るものである場合にあっては、 10

日）の範囲内の期間  

母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が妊娠

に伴うつわり等により勤務することが困難である

場合  

1 日を単位として 14 日の範囲内の期間  

職員が出産する場合  

出産の予定日前 8 週間（多胎妊娠の場合にあって

は、14 週間）前から産後 8 週間を経過する日まで

の期間   

生後 1 年に達しない生児を育てる女性職員が、そ

の保育のため必要と認められる授乳等を行う場合  
1 日 2 回それぞれ 30 分以内  

職員の妻の出産に伴い、産前 8 週（多児妊娠の場

合 14 週）前の日から産後 8 週の間に、当該子ま

たは就学前の子を養育する場合  

5 日の範囲内の期間  

職員の妻の出産に伴い必要と認められる入院の

付添い等のため勤務しないことが相当であると

認められる場合  

病院に入院する等の日から当該出産の日後 2 週間

を経過する日までの期間内において、 3 日の範囲

内の期間  

職員の親族が死亡した場合で、葬儀、服喪、その

他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等の

ため、勤務しないことが適当であると認められる

場合  

区   分  血族の場合  姻族の場合  

父母  7 日以内  5 日以内  

祖父母  5 日以内  1 日以内  

配偶者  10 日以内   

子  5 日以内  1 日以内  

兄弟姉妹  5 日以内  2 日以内  

孫  2 日以内   

伯叔父母、甥、

姪  
2 日以内  

1 日以内  

（甥姪は除く） 
 

職員が配偶者及び一親等の血族の追悼のための特

別な行事のため勤務しないことが相当であると認

められる場合  

1 日の範囲内の期間  

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の

維持等のため、勤務しないことが相当であると認

められる場合  

7 月から 9 月までの期間内における、1 日を単位と

する、連続する 3 日の範囲内の期間  

 

女性職員が生理日に勤務することが著しく困難

である場合  
1 日を単位として 3 日の範囲内の期間  

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住

居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住

居の復旧作業等を行い、又は一時的に避難してい

るため勤務しないことが相当であると認められる

場合   

7 日の範囲内の期間  

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれ

かに該当する場合その他これらに準ずる場合で、

職員が勤務しないことが相当であると認められる

とき    

必要と認められる期間  
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地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事

故等に際して、職員が退勤途上における身体の危

険を回避するため勤務しないことが止むを得ない

と認められる場合  

必要と認められる期間  

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げ

る社会に貢献する活動を行う場合で、その勤務し

ないことが相当であると認められる場合  

▽地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が

発生した被災地又は周辺の地域における生活関

連物資の配布その他の被災者を支援する活動  

▽身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその

他の身体上、精神上の障害がある者または負傷

し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な

措置を講ずることを目的とする施設での活動  

▽身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病に

より常態として日常生活を営むのに支障がある者

の介護その他の日常生活を支援する活動  

一の年において 5 日の範囲内の期間  

就学前の子を養育する職員が、その子の看護のた

め勤務しないことが相当であると認められる場合  

一の年において 5 日（就学前の子が 2 人以上の場

合は 10 日）の範囲内の期間  

要介護者の介護をするため、勤務しないことが相

当であると認められる場合  

一の年において 5 日（要介護者が 2 人以上の場合

は 10 日）の範囲内の期間  

前各号に定めるもののほか、任命権者が特に認め

る場合  

１日又は半日若しくは１時間を単位として必要と

認められる期間  

 

③年次有給休暇の取得状況（R4．1．1～R4．12．31） 

総付与日数  総取得日数  全対象職員数  平均取得日数  消  化  率  

35,994 日  10,207 日  971 人  10.51 日  28.4％  

 

④育児休業の状況（R4．4．1～R5．3．31）  

区   分 男  性  女  性  

新 た に 育 児 休 業 取 得 し た 者  16 人  19 人  

前 年 度 か ら 引 き 続 い て い る 者  0 人  29 人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

９  職員の分限及び懲戒処分の状況  

①  分限処分者の状況（R4 年度） 

               処分の種類  

処分の事由  
降任  免職  休職  降給  合計  失職  

勤務実績が良くない場合  地公法第 28 条第 1 項第 1 号        

心身の故障の場合  
地公法第 28 条第 1 項第 2 号  

       第 2 項第 1 号  
  23  23  

職に必要な的確性を欠く

場合  
地公法第 28 条第 1 項第 3 号  

 

 
     

職制、定数の改廃、予算の

減少により廃職、過員を

生じた場合  

地公法第 28 条第 1 項第 4 号        

刑事事件に関し起訴され

た場合  
地公法第 28 条第 2 項第 2 号        

条例で定める事由による

場合  
地公法第 27 条第 2 項        

合   計     23  23  

地公法第 28 条第 4 項により失職した者        

地公法第 28 条第 4 項に基づく条例により失職しなかっ

た者  
      

 

②  懲戒処分者の状況（R4 年度） 

               処分の種類  

処分の事由  

戒

告  

減

給  

停

職  

免

職  

合

計  

訓

告

等  

法令に違反した場合  地公法第 29 条第 1 項第 1 号   1  1 2 1 

職 務上の義 務に違反 し

又は職務を怠った場合  
地公法第 29 条第 1 項第 2 号   3   3  

全 体の奉仕 者たるに ふ

さ わしくな い非行の あ

った場合  

地公法第 29 条第 1 項第 3 号   1   1 5 

合       計    5  1 6 6 
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10 職員の服務の状況  

 

地方公務員には、次のような職務上の義務があります  

区     分  内            容  違反者数  

法 令 等 及 び 上 司 の 職 務

上の命令に従う義務  

職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、

地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関に定める

規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わな

ければならない  

6 人  

信用失墜行為の禁止  
職員は、その職務の信用を傷つけ、又は職員の職全体の

不名誉となるような行為をしてはならない  
6 人  

秘 密 を 守 る 義 務  
職員は、職務時用知り得た秘密を漏らしてはならない  

その職を退いた後も、また、同様とする等  
0 人  

職 務 に 専 念 す る 義 務  

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、

その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責

遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有

する職務にのみ従事しなければならない  

0 人  

政 治 行 為 の 制 限  

職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若し

くは、これらの団体の役員となってはならず、またはこ

れらの団体の構成員となるように、若しくはならないよ

うに勧誘運動をしてはならない等  

0 人  

争 議 行 為 等 の 禁 止  

職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての

住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又

は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的

行為をしてはならない  また、何人もこのような違法な

行為を企てて、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若

しくはあおってはならない等  

0 人  

営 利 企 業 従 事 制 限  

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的と

する私企業を営むことを目的とする会社その他の団体

の役員その規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利

を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事

業若しくは事務にも従事してはならない等  

0 人  

 

 

○営利企業等の従事許可状況  305 人 

※主な許可内容 

砂川市社会福祉協議会、砂川市土地開発公社、北海道建築士会、シルバー人材センター、医師の民間派遣  
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11 職員の研修の状況  

①  市役所 R4．4．1～R5．3．31） 

基本研修 

研    修    名  参加者数  研  修  内  容  等  

職員採用登録者事前研修  14 公務員制度、接遇、情報セキュリティ等  

新任職員研修 (Ⅰ ) 0 施設見学  ※未実施  

新任職員研修 (Ⅱ ) 10 予算の仕組み等  

初級職員研修  8 地方自治法、地方公務員法  

中級職員研修  8 議会の仕組み、 OJT 推進マネジメント  

上級職員研修  6 法令実務基礎、第７期総合計画に基づいた行政運営  

一般職員研修  

（市町村職員研修センター）  
8 地方自治法、地方公務員法  

監督者研修  

（市町村職員研修センター）  
7 指導能力及び政策立案能力向上  

管理者研修  

（市町村職員研修センター）  
4 管理能力及び問題解決能力向上  

 

特別研修 

研    修    名  参加者数  研  修  内  容  等  

（内部研修）  

認知症サポーター養成講座  14 認知症の方への対応スキルの習得  

（委託研修）    

市町村職員研修センター各種研修  8 税務事務基礎・応用、 OJT 指導者養成、法令実務  

自治大学校  2 2 部、 3 部  

市町村アカデミー  3 法令実務、行政のデジタル化の推進、監査事務  

北海道市町村職員共済組合  13 
若年層保健セミナー、退職準備型セミナー、メン

タルヘルスセミナー  

中空知広域市町村圏組合  17 接遇研修、仕事心得研修、ハラスメント研修  

地方公共団体情報システム機構  
18 

e-ラーニングによる情報セキュリティ、マイナン

バー研修  

地域活動交流研修  3 砂川青年会議所賛助会員として参画  

（専門研修）    

防火管理者講習  3 防火管理者向け講習  

特別管理産業廃棄物管理責任者研修会  2 特別管理産業廃棄物管理責任者資格の取得  

戸籍事務従事者研修  3  戸籍事務に必要な知識の習得（初級・中級）  

木造家屋評価実務研修会  1 木造家屋評価に係る知識の習得  

土地評価実務研修会  1 土地評価に係る知識の習得  

児童発達支援管理責任者基礎研修  1 児童発達支援管理責任者資格の取得  

相談支援従事者研修  1 児童発達支援管理責任者資格の取得  

北海道建設技術職員専門研修  1 建設技術の専門的知識の習得  

B&G センターインストラクター養成研

修  
1 

センターインストラクター資格の取得  

要保護児童対策調整機関担当者研修会  1 要保護児童対策に関する知識の習得  
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②  市立病院（R4．4．1～R5．3．31） 

研    修    名  参加者数  研  修  内  容  等  

職員研修（道内）  184 
(研修会、学会、研究会等 ) 

医師、看護部、医療技術職、事務局  

職員研修（道外）  159 
(研修会、学会、研究会等 )  

医師、看護部、医療技術職、事務局  

   ※  上記のほかに、職場内において各種専門研修を実施しています。  
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12 職員の福祉及び利益の保護の状況  

①福利厚生制度に関する状況（R4．4．1～R5．3．31） 

  （ア）健康診断  

健康診断の種類  受診者数  対  象  者  等  

総合健診（ 41 項目）  

※  28 歳健診は 33 項目  

※  26 歳健診は 29 項目  

※  24 歳健診は 29 項目  

710 

41 

53 

36 

24 歳、26 歳、28 歳及び 30 歳以上の職員 (30～ 40 歳は隔

年 )の健康診断  

定期健診（ 8 項目）  385 総合健診該当者以外の職員の健康診断（会計年度含）  

     ※  上記のほかに、職種によって受診している検診があります。  

 

  （イ）共済制度 

   砂川市は職員の「生活の安定」と「福祉の向上」を図るため、北海道市町村職員共済組合

に加入しています。 

共済組合は、健康保険制度に相当する短期給付、年金制度に相当する長期給付、各種貸

付事業や貯金事業、組合員と家族の健康増進を図ることを目的とした福祉事業から成り立

っており、各事業に要する費用は組合員が負担する掛金と所属所が負担する負担金により

賄われています。 

 

  （ウ）福利厚生制度 

   地方公務員法第 42 条に基づく職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を実施す

るため、市役所に砂川市役所職員福利厚生会、市立病院に砂川市立病院交友会を設置し、

福利事業や体育、教養などの余暇活動の支援を行っています。 

項    目 砂川市役所職員福利厚生会  砂川市立病院交友会 

会   員   数 219 人  
正会員  829 人 

準会員  244 人 (会計年度 ) 

事  会費及び事業収入等  4,081,775 円 (85.8%) 9,466,169 円 ( 69.2%) 

業  市交付金       674,000 円 (14.2%) 4,207,500 円 ( 30.8%) 

費  合  計  4,755,775円 (100.0%) 13,673,669 円 (100.0%) 

 

③  公務災害補償制度（R4．4．1～R5．3．31） 

加  入  団  体 災害件数 災  害  の  概  要 

地方公務員災害補

償基金北海道支部 
13 件   

公務災害   13 件 

通勤災害    0 件 

 

 

13 公平委員会に係る業務の状況  

①  勤務条件に関する措置の要求の状況（R4．4．1～R5．3．31）                  

   措置要求件数 0 件  

 

②  不利益処分に関する不服申立の状況（R4．4．1～R5．3．31） 

   措置要求件数 0 件  


